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(57)【要約】
【課題】制御可能な粒状性を有する再構成画像を生成す
ること。
【解決手段】本実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮
影装置は、Ｘ線を発生するために構成されたＸ線管１０
１と、被検体を透過したＸ線を検出して投影データを発
生するために構成されたＸ線検出器１０３と、Ｘ線管を
Ｘ線検出器とともに被検体の周囲を回転自在に支持する
回転機構１０２と、投影データに基づいて臨床画像を再
構成する再構成処理部１１８とを有する。この臨床画像
にノイズ画像を画像合成処理部１２２で合成することに
より最終画像を発生する。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｘ線を発生するために構成されたＸ線管と、
　被検体を透過したＸ線を検出して投影データを発生するために構成されたＸ線検出器と
、
　前記Ｘ線管を前記Ｘ線検出器とともに前記被検体の周囲を回転自在に支持する回転機構
と、
　前記投影データに基づいて臨床画像を再構成する再構成処理部と、
　ノイズ画像のデータを記憶するノイズ画像記憶部と、
　前記臨床画像に前記ノイズ画像を合成することにより最終画像を発生する画像合成処理
部とを具備することを特徴とするＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項２】
　前記臨床画像の画素サイズに応じて前記ノイズ画像に対して拡大／縮小処理を適用する
とともに、前記拡大／縮小処理を適用されたノイズ画像に対して任意の再構成関数に応じ
た実空間又は周波数空間分布を畳み込むノイズ画像処理部をさらに備えることを特徴とす
る請求項１記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項３】
　前記ノイズ画像を、ノイズ成分に関する投影データに基づいて、任意の再構成関数を用
いてフィルタ補正逆投影処理又は他の解析的再構成処理により発生するノイズ画像発生処
理部をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２記載のＸ線コンピュータ断層撮影装
置。
【請求項４】
　前記再構成処理部は、ＡＲＴ処理又は他の逐次近似的再構成処理により前記臨床画像を
発生することを特徴とする請求項１記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。
【請求項５】
　前記再構成処理部は、フィルタ補正逆投影処理又は他の解析的再構成処理により再構成
した画像に、ノイズ低減フィルタリング処理を適用して、前記臨床画像を発生することを
特徴とする請求項１記載のＸ線コンピュータ断層撮影装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像ノイズ低減処理は、画像ノイズの粒状性を変化させる。逐次近似的再構成法により
再構成された画像にはノイズ低減処理は効果的に作用する。その反面、粒状性が大きく損
なわれる。多くの観察者はある程度の粒状性を有する画像の観察に対して長い経験を有し
ている。
【０００３】
　従来技術に「逐次近似的再構成法などによるノイズ低減された再構成画像」と「元画像
」とを組み合わせる方法がある。これは元画像を合成することにより、粒状性成分をノイ
ズ低減処理画像に付加し、見た目の違和感を最小限にするというものである。
【０００４】
　この問題として、元画像の持つアーチファクト成分をも付加してしまい、結果として画
質向上効果を低減させてしまう。「逐次近似的再構成法などによるノイズ低減された再構
成画像」で、フィルタ逆投影法(filtered backprojection)による再構成画像（以下、Ｆ
ＢＰ画像という）のような粒状性を得ようとするとき、入力元データが小数データでは、
元画像を構成するＦＢＰ再構成ではエイリアシング(aliasing)アーチファクトが顕著であ
るため、画質劣化は顕著となってしまう。
【０００５】
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　別の問題として、従来、ＦＢＰ再構成では、再構成関数と呼ばれるランプ(Ramp)フィル
タの周波数特性を制御して粒状性を制御することができるが、逐次近似的再構成画像では
、その原理上、粒状性を操作するような仕組みを設けることができず、顧客の好みに合わ
せた粒状性を得ることが難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１４７５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　目的は、制御可能な粒状性を有する再構成画像を生成することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置は、Ｘ線を発生するために構成された
Ｘ線管と、被検体を透過したＸ線を検出して投影データを発生するために構成されたＸ線
検出器と、Ｘ線管をＸ線検出器とともに被検体の周囲を回転自在に支持する回転機構と、
投影データに基づいて臨床画像を再構成する再構成処理部とを有する。この臨床画像にノ
イズ画像を合成することにより最終画像を発生する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置の構成を示す図であ
る。
【図２】図２は、第１実施形態による最終的な画像（ボリューム）の生成手順を示す流れ
図である。
【図３】図３は、第２実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置の構成を示す図であ
る。
【図４】図４は、第２実施形態による最終的な画像（ボリューム）の生成手順を示す流れ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係わるＸ線コンピュータ断層撮影装置を説明す
る。　
　まず、本実施形態の基本的な特徴は、「逐次近似的再構成法などによるノイズ低減され
た再構成画像（臨床画像）」に対して、「ノイズ成分を有する画像（ノイズ画像）」を結
合することにより、臨床画像に粒状性を与えることにある。臨床画像に結合されるべき「
ノイズ画像」は、ノイズ成分のみを有する複数のビューに関する投影データ（例えば一様
ノイズに係る投影データ）から特定の再構成関数を用いてフィルタ補正逆投影処理又は他
の解析的再構成処理により予め再構成され記憶される（第１実施形態）。または、臨床画
像に結合されるべき「ノイズ画像」は、ノイズ成分のみを有する複数のビューに関する投
影データを記憶しておき、操作者により任意に選択される再構成関数を用いてフィルタ補
正逆投影処理又は他の解析的再構成処理により、臨床画像再構成に用いる被検体に関する
投影データを収集するスキャニングに対して、それと同じ分解能で個々に再構成していて
も良い（第２実施形態）。
【００１１】
　なお、Ｘ線コンピュータ断層撮影装置には、Ｘ線管と放射線検出器とが１体として被検
体の周囲を回転する回転／回転（ＲＯＴＡＴＥ／ＲＯＴＡＴＥ）タイプと、リング状に多
数の検出素子がアレイされ、Ｘ線管のみが被検体の周囲を回転する固定／回転（ＳＴＡＴ
ＩＯＮＡＲＹ／ＲＯＴＡＴＥ）タイプがある。いずれのタイプでも本実施形態を適用可能
である。ここでは、現在、主流を占めている回転／回転タイプとして説明する。また、１



(4) JP 2011-239888 A 2011.12.1

10

20

30

40

50

スライスの断層像データを再構成するには、被検体の周囲１周、約３６０°分の投影デー
タが、またハーフスキャン法でも１８０°＋α（α；ファン角）分の投影データが必要と
される。いずれでも本実施形態を適用可能である。また、入射Ｘ線を電荷に変換するメカ
ニズムは、シンチレータ等の蛍光体でＸ線を光に変換し更にその光をフォトダイオード等
の光電変換素子で電荷に変換する間接変換形と、Ｘ線による半導体内の電子正孔対の生成
及びその電極への移動すなわち光導電現象を利用した直接変換形とが主流である。Ｘ線検
出素子としては、それらのいずれの方式を採用してもよいが、ここでは、前者の間接変換
形として説明する。また、近年では、Ｘ線管とＸ線検出器との複数のペアを回転リングに
搭載したいわゆる多管球型のＸ線コンピュータ断層撮影装置の製品化が進み、その周辺技
術の開発が進んでいる。本実施形態では、従来からの一管球型のＸ線コンピュータ断層撮
影装置であっても、多管球型のＸ線コンピュータ断層撮影装置であってもいずれにも適用
可能である。ここでは、一管球型として説明する。
【００１２】
　図１には第１実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置の構成を示している。第１
実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置は、ホストコントローラ１１０を制御中枢
として、架台１００を有する。架台１００の中央部分は開口され、その開口部に、図示し
ない寝台の天板上に載置された被検体が挿入される。架台１００は、Ｘ線管１０１とＸ線
検出器１０３を有する。コーンビームスキャンに対応して、Ｘ線管１０１にはコーンビー
ムＸ線を発生するタイプが採用され、Ｘ線検出器１０３にはＸ線検出素子が２次元状に配
列されているマルチスライス型又は２次元アレイ型が採用される。Ｘ線検出器１０３は、
架台駆動部１０７により回転されるリング状の回転フレーム１０２に、Ｘ線管１０１とと
もに搭載される。
【００１３】
　Ｘ線管１０１の陰極陽極間には高圧発生装置１０９からスリップリング１０８を介して
管電圧（高電圧）が印加され、またＸ線管１０１のフィラメントには高圧発生装置１０９
からフィラメント電流が供給される。管電圧の印加及びフィラメント電流の供給によりＸ
線が発生される。Ｘ線検出器１０３は、各々が例えば０．５ｍｍ×０．５ｍｍの正方の受
光面を有する複数のＸ線検出素子を有する。例えば９１６個のＸ線検出素子がチャンネル
方向に沿って円弧状に配列される。この検出素子列がスライス方向に例えば６４列並設さ
れる。
【００１４】
　一般的にＤＡＳ（ｄａｔａ ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）と呼ばれるデータ
収集装置１０４は、検出器１０３からチャンネルごとに出力される信号を電圧信号に変換
し、増幅し、さらにディジタル信号に変換する。このデータ（生データともいう）は、磁
気や光を媒介させた非接触データ伝送装置１０５を介して前処理部１０６に送られる。前
処理部１０６は感度補正等の補正処理を施す。前処理された生データは一般的に投影デー
タと称する。投影データは、Ｘ線管１０１の回転角度を表すビュー角、チャンネル番号、
列番号及び天板の位置を表す各コードを関連付けられ、投影データ記憶部１１２に記憶さ
れる。なお、実際に被検体をスキャンして収集した投影データは、後述するノイズ成分の
みに関する投影データと区別するために、臨床投影データと称する。また、ノイズ成分の
みに関する投影データは、ノイズ投影データと称する。
【００１５】
　臨床画像発生処理部１１８は、臨床投影データに基づいて臨床画像データを発生する。
臨床画像データは、２次元画像（スライス画像）又は３次元画像（ボリューム）である。
図２に“Ｓ１”で示すように臨床画像データは、低ノイズ画像である。臨床画像発生処理
部１１８の画像発生処理は、典型的にはＡＲＴ法(arithmethic reconstruction techniqu
e)、マップＥＭ法又は他の逐次近似的再構成法に対応する。画像再構成処理としては、フ
ィルタ逆投影法(filtered backprojection)、重畳積分法、フーリエ変換法又は他の解析
的再構成法に対応する処理であってもよい。しかし、フィルタ逆投影法又は他の解析的再
構成法に対応する処理を採用するときは、この解析的再構成法に対応する処理に対して、
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ノイズ低減フィルタリング処理が組み合わされる。それにより低ノイズの臨床画像が発生
される。ノイズ低減フィルタリング処理の典型的な例は、空間的なスムージング（平滑化
）処理である。
【００１６】
　ノイズ画像記憶部１１９は、ノイズ画像のデータを記憶する。ノイズ画像は、ノイズ成
分のみを有する複数のビューに関する投影データに基づいて、特定の再構成関数を用いて
フィルタ補正逆投影処理又は他の解析的再構成処理により、特定の空間分解能（特定の画
素サイズ）で予め再構成され、ノイズ画像記憶部１１９に記憶されている。ノイズ成分は
、例えば平均値がゼロ、標準偏差がσであるガウシアンノイズにより定義される。
【００１７】
　ノイズ画像処理部１２０は、ノイズ画像に対して、拡大／縮小処理、畳み込み処理（図
２のＳ２）、及び空間的なスムージング（平滑化）処理を適用する。拡大／縮小処理は、
ノイズ画像の空間分解能（画素サイズ）を、臨床画像の空間分解能（画素サイズ）に等価
にするための処理である。
【００１８】
　畳み込み処理は、ノイズ画像に対して、再構成関数に応じた空間分布を実空間上又は周
波数空間上で畳み込む処理である。再構成関数に応じた空間分布とは、均一な投影データ
をフィルタ逆投影法に応じた処理より再構成して得られる粒状分布である。複数種類の再
構成関数を用いて複数の粒状分布が予め生成され、再構成関数分布記憶部１２１に記憶さ
れている。操作者は、入力装置１１５を介して任意の粒状分布を選択することがでできる
。粒状分布の選択により、ノイズ画像の粒状性を任意に制御することができる。
【００１９】
　スムージング（平滑化）処理の平滑化係数の調整によりノイズ強度を任意に制御するこ
とができる。平滑化係数の調整は、操作者により入力装置１１５を介して任意に選択又は
指定するようにしてもよいし、又は臨床画像からその画像ノイズの強度を推定し、典型的
には標準偏差を計算し、その結果に応じて予め対応付けられている平滑化係数を選択する
ようにしてもよい。
【００２０】
　画像合成処理部１２２は、低ノイズの臨床画像に、ノイズ画像処理部１２０で画像処理
を受けたノイズ画像を合成する（図２のＳ３）ことにより、臨床画像に粒状性を付加した
最終画像を得ることができる。この合成処理は、画素どうしの典型的には重み付け加算で
ある。重みは画像全領域に対して均一でも良いし、臨床画像の部位のエッジ部分（空間周
波数が比較的高い領域）に対してはノイズ画像に対する重みを低下させ、相対的に臨床画
像の寄与率を高くしてノイズを抑え、また逆に臨床画像の輝度変化の少ない一様な部分（
空間周波数が比較的低い領域）に対してはノイズ画像に対する重みを高くして、相対的に
臨床画像の寄与率を低くしてノイズを強調する。最終画像は表示装置１１６に表示される
。
【００２１】
　以上の通り、「逐次近似的再構成法などによるノイズ低減された再構成画像（臨床画像
）」に対して、「ノイズ成分を有する画像（ノイズ画像）」を合成することにより、臨床
画像に粒状性を与えることができ、また粒状分布の選択により任意に粒状性の程度を調整
することができる。
【００２２】
　図３には、第２実施形態に係るＸ線コンピュータ断層撮影装置の構成を示している。な
お、図３において、図１と同じ部分には同符号を付して説明は省略する。
【００２３】
　上述の第１実施形態では、あらかじめ用意されたノイズ画像を適当に処理して、臨床画
像に合成したが、第２実施形態では、ノイズ成分のみを有する複数のビューにわたる投影
データ（ノイズ投影データという）をあらかじめ用意しておき、このノイズ投影データか
らノイズ画像を、フィルタ逆投影法(filtered backprojection)、重畳積分法、フーリエ
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のである。
【００２４】
　ノイズ投影データ記憶部１２３は、複数のビューにわたるノイズ投影データを記憶して
いる。このノイズ投影データは、平均値がゼロ、標準偏差がσであるガウシアンノイズを
基本として構成されているが、他のノイズモデルでも良い。また、このノイズ投影データ
のフォーマットは実投影データと異なっても良い。例えば、実際に被検体から収集する投
影データのデータ数が１００ビュー／回転である場合、ノイズ投影データのデータ数は１
００ビュー／回転であっても良いし、それ以下、例えば８０ビュー／回転であってもよい
し、それ以上、例えば１２０ビュー／回転であってもよい。典型的には、粒状性の違和感
を損なわないように、実際に被検体から収集する投影データのデータ数と同数であるか、
それに近似するデータ数であることがが望ましい。
【００２５】
　ノイズ画像発生処理部１２５は、ノイズ投影データに基づいて、任意の再構成関数を用
いてフィルタ逆投影法(filtered backprojection)、重畳積分法、フーリエ変換法又は他
の解析的再構成法に対応する処理によりノイズ画像を発生する（図４のＳ４）。ノイズ画
像は、臨床画像の再構成処理と同じ空間分解能（画素サイズ）で予め再構成される。ノイ
ズ画像発生処理部１２５で用いられる再構成関数は、再構成関数記憶部１２４に記憶され
ている複数の再構成関数から操作者により入力装置１１５を介して任意に選択される。こ
の再構成関数の選択により、ノイズ画像の粒状性を任意に調整することができる。選択さ
れる再構成関数としては、臨床画像発生処理部１１８で解析的再構成法を用いたときの再
構成関数と典型的には相違されるべきである。
【００２６】
　画像合成処理部１２２では、低ノイズの臨床画像に、ノイズ画像合せ井処理部１２５で
発生されたノイズ画像を合成することにより、臨床画像に粒状性を付加した最終画像を得
ることができる。
【００２７】
　以上の通り、「逐次近似的再構成法などによるノイズ低減された再構成画像（臨床画像
）」に対して、「ノイズ成分を有する画像（ノイズ画像）」を合成することにより、臨床
画像に粒状性を与えることができ、またノイズ画像再構成で用いる再構成関数の選択によ
り任意に粒状性の程度を調整することができる。
【００２８】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示され
ている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実
施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００２９】
　１１０…ホストコントローラ、１００…架台、１０１…Ｘ線管、１０２…回転フレーム
、１０３…Ｘ線検出器、１０４…データ収集装置、１０６…前処理部、１０７…架台駆動
部、１０９…高圧発生装置、１１２…投影データ記憶部、１１８…臨床画像発生処理部、
１１９…ノイズ画像記憶部、１２０…ノイズ画像処理部、１２１…再構成関数分布記憶部
、１２２…画像合成処理部。
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